
「県域水道一体化への支援」

【担当省庁】厚生労働省、総務省

奈良県における取組

奈良県では、人口減少等による水需要の減少、老朽化施設の更新・耐震化による投
資の増大など、水道事業が抱える多岐にわたる課題を踏まえ、市町村と連携・協働して
取り組む「奈良モデル」の一環として、県・市町村の垣根を越えた上水道エリアにおける
「県域水道の一体化」を目指している。

（出典：平成31年3月策定「新県域水道ビジョン」）

県域水道一体化

※県域水道一体化による効果額は約６８６億円と試算（令和2年11月）
（投資抑制や国交付金の活用等による）。水道料金の上昇抑制も期待される。

県域水道一体化に参加する過疎市町において、 上水道事業に統合された旧簡

易水道施設は、過疎対策事業債・辺地対策事業債の対象外であったところ、

令和３年4月より対象施設に追加いただき、御礼申し上げます。

【検討の状況】
○令和３年１月２５日に県と関係２７市町村、奈良広域水質検査センター組合との間で、
「水道事業等の統合に関する覚書」を締結した。
（統合形態は事業統合、令和６年度までの企業団設立、令和７年度までの企業団に
よる事業開始を目指すことなど、基本的事項について合意）

○令和３年度からは、企業団設立準備協議会を設置し、企業団の具体的運営方針の
協議・検討を開始。令和４年度末を目途に企業団設立の合意形成を図る基本協定の
締結を目指している。



国にお願いすること

【県担当部局】 水道局 総務課、県域水道一体化準備室
水循環・森林・景観環境部 水資源政策課

１．水道事業運営基盤強化推進事業（広域化事業）の拡充【厚生労働省】

○県域全体での水道資源の最適化の観点から一体化後も残る浄水場の施設・設備の
更新費用については、施設共同化を伴わない場合であっても交付対象となるよう拡
充していただきたい。

○また、水道施設の集約に伴う浄水場等の大規模施設の撤去費用についても、交付対
象となるよう拡充していただきたい。

２．地方財政措置の拡充【総務省】

○県域水道一体化後の健全な経営のため、団体や企業債を限定しない公的資金補償
金免除繰上償還を実施していただきたい。

○また、その繰上償還の財源として、公営企業借換債の発行を可能としていただきたい。

市町村浄水場の集約案

【現状と課題】
○施設の共同化や国交付金の活用等により、県と市町村の水道資源の最適化や水道
料金の上昇抑制を目指しているが、現行の水道事業運営基盤強化推進事業（広域化
事業）の交付対象は施設共同化に資する施設の新設等に限定されており、一体化後
も残る浄水場の施設・設備の更新等は対象外となっている。
○また、施設共同化に向けた整備には、浄水場等の大規模施設の廃止が数多く発生し、
多額の撤去費用が発生する。
○高金利時の元利償還金が、経営上大きな負担となっており、一体化を進める上で、よ
り健全な経営状態にしておくことが必要である。

【関係市町村】 奈良市ほか県内26市町村


